
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
の
受
容

高
森
大
乗

は
じ
め
に

日
蓮
聖
人
の
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
は
、
西
域
（
印
度
周
辺
諸
国
）
・
大
陸
（
中
国
大
陸
）
・
半
島
（
朝

鮮
半
島
）
・
列
島
（
日
本
列
島
）
に
展
開
し
た
政
治
史
・
宗
教
史
・
外
交
史
・
文
化
史
・
経
済
史
・
災
害

史
・
戦
乱
史
な
ど
が
、
し
ば
し
ば
遺
文
中
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
日
本
史

の
記
事
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
編
年
的
考
察
を
試
み
、
日
蓮
聖
人
の
日
本
史
記
述
の
全
体
的
特
色
と
傾
向

を
分
析
し
た
。
ま
た
、
そ
の
な
か
で
、
聖
人
の
史
実
に
関
す
る
知
識
と
認
識
が
、
何
を
源
泉
と
し
て
い
る

か
、
そ
の
典
拠
の
検
索
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
（
１
）

。

日
蓮
聖
人
が
日
本
史
に
関
す
る
知
識
の
拠
り
所
と
さ
れ
た
古
代
正
史
に
は
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
成

立
の
『
日
本
書
紀
』
全
三
〇
巻
、
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
以
後
成
立
の
『
扶
桑
略
記
』
全
三
〇
巻
な
ど

が
あ
る
こ
と
は
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
２
）

。
前
者
は
神
代
紀
よ
り
持
統
天
皇
一
一

年
（
六
九
七
）
ま
で
の
国
史
を
編
年
体
で
編
纂
し
た
勅
撰
の
国
史
で
「
六
国
史
」（
３
）

の
第
一
に
あ
た
り
、

後
者
は
伝
承
で
は
延
暦
寺
の
天
台
僧
皇
円
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
（
４
）

、
神
武
天
皇
元
年
（
推
定
紀
元
前
六

六
〇
）
よ
り
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
ま
で
の
国
史
を
仏
教
に
力
点
を
起
き
な
が
ら
略
述
し
た
私
撰
の
国

史
で
あ
る
と
い
え
る
。
中
で
も
『
扶
桑
略
記
』
は
全
文
が
現
存
せ
ず
、
日
蓮
遺
文
を
は
じ
め
、
多
く
の
断

片
的
資
料
か
ら
、
そ
の
復
元
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
５
）

。

本
章
で
は
、
こ
の
う
ち
官
撰
国
史
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
に
着
目
し
、
遺
文
中
の
日
本
史
記
述
の
う
ち
、

本
書
成
立
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
以
前
の
事
項
に
つ
い
て
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
録
と
比
較
す
る
こ
と

に
よ
り
、
聖
人
の
日
本
史
に
対
す
る
情
報
収
集
の
あ
り
か
た
の
一
端
を
考
察
す
る
。

別
表
は
、
日
蓮
聖
人
の
日
本
史
記
述
の
う
ち
、
『
日
本
書
紀
』
が
成
立
し
た
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
以

前
の
遺
文
中
の
史
的
記
述
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
和
暦
の
欄
は
暦
年
を
示
し
、
主
に
年
代
表
記
に
は

和
暦
を
用
い
、（

）
内
に
西
暦
を
表
記
し
た
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
録
は
、

持
統
天
皇
一
一
年
（
六
九
七
）
の
記
事
を
最
後
と
す
る
が
、
今
後
、
『
日
本
書
紀
』
以
外
の
勅
撰
・
私
撰

の
史
書
等
と
の
比
較
・
検
討
を
も
可
能
と
す
る
た
め
、
本
表
で
は
、
持
統
天
皇
以
後
、
本
書
成
立
の
養
老

四
年
（
七
二
〇
）
ま
で
の
遺
文
中
の
記
述
も
あ
わ
せ
て
紹
介
し
た
。

事
項
の
欄
は
、
原
則
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
記
載
に
立
脚
し
て
項
目
を
立
て
た
が
、
『
日
本
書
紀
』

に
な
い
歴
史
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
『
扶
桑
略
記
』
等
の
文
献
類
や
各
種
の
年
表
類
（
６
）

に
準
拠
し
、
そ

の
他
記
録
の
み
え
な
い
典
拠
未
詳
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
遺
文
中
の
説
示
に
基
づ
い
た
。
な
お
、『
神

国
王
御
書
』
（
八
七
八
～
八
七
九
頁
）
や
『
和
漢
王
代
記
』
（
二
三
五
一
～
二
三
五
四
頁
）
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
歴
代
天
皇
の
呼
称
の
み
を
紹
介
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
採
録
し
な
か
っ
た
。

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
の
欄
に
は
、
事
項
欄
の
史
実
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
『
日
本
書
紀
』
中
の
記

述
を
白
文
で
記
載
し
、
（

）
内
に
『
新
訂
増
補
国
史
大
系

日
本
書
紀
』
前
後
篇
（
７
）

の
出
典
を
明
示

し
た
。

日
蓮
遺
文
の
記
述
の
欄
は
、
日
蓮
聖
人
遺
文
に
お
け
る
具
体
的
記
述
を
紹
介
し
、
（

）
内
に
遺
文
名

と
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』（
８
）

の
出
典
頁
を
記
載
し
た
。
ま
た
、
引
用
の
遺
文
は
、
真
蹟
現
存
遺

文
・
真
蹟
曽
存
遺
文
・
真
蹟
断
片
現
存
遺
文
・
真
蹟
断
簡
現
存
遺
文
に
限
定
し
た
。
日
蓮
聖
人
遺
文
で
は
、

真
蹟
が
伝
わ
ら
な
い
遺
文
に
お
い
て
も
、
別
表
に
記
載
し
た
日
本
古
代
史
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る



が
（
９
）

、
こ
れ
ら
は
真
蹟
が
伝
存
し
な
い
た
め
本
章
で
は
考
察
の
対
象
外
と
し
た
。

備
考
欄
は
、
遺
文
中
の
特
異
な
事
例
、
『
日
本
書
紀
』
以
外
の
典
拠
、
そ
の
他
特
筆
す
べ
き
点
を
付
記

し
た
。

一
、『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て

『
日
本
書
紀
』
全
三
〇
巻
は
、
舎
人
親
王
を
総
裁
と
す
る
奉
勅
撰
の
史
書
で
、
日
本
国
の
神
代
紀
よ
り

持
統
天
皇
一
一
年
（
六
九
七
）
ま
で
の
国
史
を
編
年
体
で
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
成

立
に
関
し
て
は
、
『
続
日
本
紀
』
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
五
月
癸
酉
日
（
二
一
日
）
の
条
に
「
先
是
一

品
舎
人
親
王
奉
勅
修
日
本
紀
、
至
是
功
成
、
奉
上
紀
丗
巻
系
図
一
巻
」（10

）

と
あ
る
の
が
、
本
書
の
完
成
奉

上
を
報
ず
る
記
事
と
さ
れ
る
。
更
に
同
記
事
に
よ
れ
ば
、
本
書
に
は
別
に
図
録
一
巻
が
作
成
さ
れ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
が
、
伝
存
し
な
い
（11

）

。

『
日
本
書
紀
』
の
書
名
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
前
掲
の
『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
の
条
に
「
日
本
紀
」

と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、『
日
本
紀
』
が
本
来
の
書
名
で
あ
っ
た
と
も
、
貞
観
年
間
（
八
五
九
～
八
七
七
）

成
立
と
さ
れ
る
『
令
集
解
』
に
「
日
本
書
紀
」
の
名
称
が
み
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
早
く
か
ら
『
日
本
書

紀
』
の
呼
称
も
併
用
さ
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
（12

）

。

『
日
本
書
紀
』
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
書
写
と
さ
れ
る
古

写
本
の
「
四
天
王
寺
本
」
「
猪
熊
本
」
「
田
中
本
」
が
確
認
さ
れ
る
ほ
か
、
平
安
時
代
中
期
の
写
本
「
岩

崎
本
」
、
平
安
時
代
後
期
の
写
本
「
前
田
本
」
、
院
政
期
の
写
本
「
宮
内
庁
書
陵
部
本
」
「
北
野
本
」
、
聖

人
在
世
で
は
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
書
写
の
「
鴨
脚
（
い
ち
ょ
う
）
本
」
、
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）

書
写
の
「
卜
部
兼
方
本
」
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
全
三
〇
巻
が
揃
っ
て
現
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
刊
本
・
版
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
の
勅
版
本
の
神
代
巻
、
慶

長
一
五
年
（
一
六
一
〇
）
の
古
活
字
本
の
全
三
〇
巻
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）
に
慶
長
古

活
字
本
に
訓
点
を
加
え
て
整
版
し
た
寛
永
版
本
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ず
っ
と
後
世
の
も
の
で
あ
る

（13

）

。こ
う
し
た
現
状
か
ら
察
す
る
に
、
日
蓮
聖
人
以
前
に
成
立
し
、
し
か
も
今
日
ま
で
完
全
な
か
た
ち
で
伝

存
す
る
『
日
本
書
紀
』
は
、
現
時
点
で
は
皆
無
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
日
蓮
聖
人
在
世
に
本

書
が
い
か
な
る
か
た
ち
で
実
在
し
た
か
は
未
詳
で
あ
り
、
ま
し
て
聖
人
が
本
書
を
い
か
に
閲
覧
さ
れ
得
た

か
は
全
く
不
明
な
の
で
あ
る
。
仮
に
閲
覧
の
事
実
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
『
日
本
書
紀
』
の

流
布
の
状
況
か
ら
、
そ
れ
は
恐
ら
く
書
写
本
の
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
古
く
は
養
老
五
年
（
七
二
一
）
に
始
ま
り
奈
良
時
代
か
ら
平
安
中
期
に
か
け
て
宮
廷
で
行
わ

れ
た
『
日
本
書
紀
』
講
読
の
記
録
（
講
記
）
で
あ
る
『
日
本
紀
私
記
』
が
あ
り
（14

）

、
ま
た
平
安
時
代
に

は
『
日
本
紀
鈔
』、
鎌
倉
時
代
中
期
（15

）

に
は
卜
部
兼
方
（
う
ら
べ
か
ね
か
た
）
著
『
釈
日
本
紀
』
な
ど
の

注
釈
書
の
類
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
（16

）

、
聖
人
が
こ
う
し
た
講
義
録
・
注
釈
書
・
研
究
書

な
ど
の
副
次
的
書
物
に
よ
っ
て
、
そ
の
知
識
を
得
ら
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

二
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
の
受
容

日
蓮
聖
人
の
『
日
本
書
紀
』
の
受
容
（17

）

に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
聖
人
が
『
日
本
書
紀
』
の
存
在
を

認
知
さ
れ
て
い
た
か
、
ま
た
本
書
の
原
典
乃
至
写
本
を
披
見
さ
れ
て
い
た
か
否
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る



の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
欽
明
天
皇
一
三
年
（
五
五
二
）
の
仏
教
伝
来
の
記
事
を
紹
介

し
た
『
断
簡
二
八
四
』
（
二
九
六
六
頁
）
に
「
日
本
紀
曰
、
欽
明
天
皇
十
三
年
壬
申
十
月
十
三
日
辛
酉
百

済
国
聖
明
王
始
献
金
銅
釈
迦
像
一
躯
」
、
お
よ
び
推
古
天
皇
三
三
年
（
六
二
五
）
の
三
論
宗
伝
来
を
紹
介

し
た
『
断
簡
七
〇
』
（
二
五
〇
三
頁
）
に
「
三
論
宗
始
渡
日
本
、
三
十
四
代
推
古
御
宇
、
治
十
年
壬
戌
十

月
、
百
済
僧
観
勒
渡
之
。
見
日
本
記
太
子
伝
無
異
義
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
「
日
本
紀
」
も
し
く
は
「
日

本
記
」
の
名
称
と
そ
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
少
な
く
と
も
聖
人
が
本
書
の
存
在
を
存

知
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
原
文
を
何
ら
か
の
た
か
ち
で
閲
覧
し
引
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

更
に
、
単
に
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
別
表
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
の
『
日
本
書
紀
』

成
立
に
関
す
る
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
（
八
六
六
頁
）
の
「
日
本
国
最
初
の
寺
、
元
興
寺
・
四
天
王
寺
等

の
無
量
の
寺
寺
の
日
記
、
日
本
紀
と
申
ふ
み
よ
り
始
て
多
の
日
記
」
と
い
う
説
示
か
ら
読
み
と
れ
る
よ
う

に
、
聖
人
は
、
「
日
記
」
と
し
て
の
本
書
の
意
義
・
性
格
に
着
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

「
日
記
（
に
っ
き
・
に
き
・
に
ち
き
）
」
と
は
、
事
実
を
記
録
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
記
録
・
実
録
の
意

で
あ
る
。

ま
た
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
「
日
本
紀
」
と
「
日
本
書
紀
」
と
い
う
二

種
類
の
呼
称
が
あ
る
中
で
、
聖
人
に
お
い
て
は
前
者
の
「
日
本
紀
」
と
い
う
呼
称
に
準
ず
る
こ
と
が
確
認

で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
柄
を
も
っ
て
し
て
も
、
聖
人
が
直
接
本
書
を
披
見
さ
れ
た
と
い
う
論
拠

に
は
な
ら
な
い
。
叙
上
の
如
く
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
『
日
本
紀
鈔
』
『
釈
日
本
紀
』
の
よ
う
な
数
々
の

講
記
・
注
釈
書
が
あ
り
、
ま
た
『
日
本
書
紀
』
よ
り
抜
粋
・
断
章
引
用
し
た
『
扶
桑
略
記
』
の
よ
う
な
副

次
的
典
籍
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
、
聖
人
が
こ
う
し
た
二
次
的
・
三
次
的
文
献
に
あ
た
ら
れ
て
い

な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

事
実
、
別
表
の
欽
明
天
皇
一
三
年
（
五
五
二
）
の
仏
教
公
伝
に
関
す
る
記
述
の
み
え
る
『
断
簡
二
八
四
』

（
二
九
六
六
頁
）
、
欽
明
天
皇
一
三
年
（
五
五
二
）
と
敏
達
天
皇
一
四
年
（
五
八
五
）
の
廃
仏
毀
釈
に
関

す
る
記
述
の
み
え
る
『
行
敏
訴
状
御
会
通
』（
五
〇
〇
頁
）
な
ど
に
し
て
も
、
そ
の
引
用
が
『
日
本
書
紀
』

の
文
面
も
し
く
は
文
章
構
成
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
聖
人
が
文
献
と
し
て
の
本
書
を
直
接
閲
読

さ
れ
た
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
表
の
備
考
欄
に
注
記
す
る
如
く
『
扶
桑
略
記
』

に
も
同
類
の
表
現
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
聖
人
が
「
日
本
紀
曰
」
と
そ
の
典
拠
を
明
示
し
て
引
用
さ
れ
た

『
断
簡
二
八
四
』
（
二
九
六
六
頁
）
の
仏
教
伝
来
の
記
述
に
し
て
も
、
「
欽
明
天
皇
十
三
年
壬
申
十
月
十

三
日
」
の
部
分
に
関
し
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
よ
り
も
『
扶
桑
略
記
』
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
看
取
で

き
る
。

聖
人
が
『
日
本
書
紀
』
を
披
見
さ
れ
た
事
実
を
証
明
す
る
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
、
他
の
文

献
に
は
み
ら
れ
な
い
、
決
定
的
な
記
事
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
な
る
が
、
そ
の
披
見
の
事
実
が
確

実
に
実
証
さ
れ
て
い
る
『
扶
桑
略
記
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
検
討
す
る
と
、
ま
ず
神
代
紀
の
記
述
に
つ
い

て
は
『
扶
桑
略
記
』
に
は
記
録
が
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
周
知
の
通
り
『
古
事
記
』
に
は
記
載
が
あ

る
が
、
聖
人
が
『
古
事
記
』
を
引
用
し
た
例
が
他
に
確
認
さ
れ
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
神
代
紀
の
記
述
に

関
し
て
は
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
遺
文
で
は
『
神
国
王
御
書
』（
八
七
八
頁
）

等
に
神
名
等
の
正
確
な
記
述
が
み
え
る
。
次
に
、
崇
神
天
皇
五
年
（
紀
元
前
九
一
）
の
疫
病
流
行
の
記
事

は
、
『
扶
桑
略
記
』
に
は
記
録
の
み
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
遺
文
で
は
『
富
木
入
道
殿
御
返
事
』
（
一
五

二
〇
頁
）
に
み
え
、
特
に
疫
病
で
日
本
国
民
の
過
半
数
が
死
亡
し
た
と
す
る
記
述
は
、
『
日
本
書
紀
』
を



参
照
し
た
と
し
か
思
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
欽
明
天
皇
一
三
年
（
五
五
二
）
と
敏
達
天
皇
一
四
年

（
五
八
五
）
の
廃
仏
毀
釈
に
関
し
て
仏
像
等
が
難
波
の
堀
江
に
捨
て
ら
れ
た
と
す
る
部
分
は
、
『
日
本
書

紀
』
に
確
認
さ
れ
、
『
扶
桑
略
記
』
に
は
み
え
な
い
。
遺
文
で
は
『
行
敏
訴
状
御
会
通
』
（
五
〇
〇
頁
）

に
「
棄
難
波
堀
江
」
の
文
言
が
認
め
ら
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
と
日
蓮
遺
文
中
の
記
載
に
関
し
て
、
一
々
の
字
句
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

右
に
示
し
た
程
度
で
あ
る
。
そ
の
他
の
古
代
日
本
史
に
関
す
る
殆
ど
の
記
述
は
、
別
表
に
提
示
し
た
通
り
、

『
日
本
書
紀
』
乃
至
そ
の
他
の
文
献
か
ら
の
直
接
的
な
引
文
が
少
な
く
、
聖
人
独
自
の
表
現
に
よ
っ
て
叙

述
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
典
拠
を
限
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
多
く
の
記
述

が
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
の
か
、『
扶
桑
略
記
』
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
『
日
本
紀
鈔
』『
釈
日
本
紀
』

な
ど
の
注
釈
書
に
よ
る
の
か
は
、
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
日
蓮
聖
人
所
引
文
献
の
検
討

こ
の
よ
う
に
、
聖
人
に
お
け
る
日
本
古
代
史
の
記
述
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
典
拠

と
し
て
『
日
本
書
紀
』
も
し
く
は
『
日
本
書
紀
』
に
類
似
し
た
文
献
の
存
在
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
全
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
『
日
本
書
紀
』
系
正
史
の
記
事
が
用
い
ら
れ
た
と
は
言
い
難

い
。
日
本
古
代
史
を
論
ず
る
際
に
聖
人
が
引
用
さ
れ
た
文
献
と
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
周
辺
の
史
料
の
存

在
も
看
過
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
神
代
か
ら
持
統
天
皇
一
一
年
（
六
九
七
）
に
い
た
る
『
日
本
書
紀
』
所
載
年
代
と
同
時

代
の
事
件
・
事
項
の
中
で
も
、
明
ら
か
に
聖
人
が
『
日
本
書
紀
』
以
外
の
文
献
に
よ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る

事
例
を
二
、
三
紹
介
す
る
。

ま
ず
、
『
日
本
書
紀
』
に
収
録
さ
れ
た
同
時
代
の
事
項
の
う
ち
、
確
実
に
『
日
本
書
紀
』
に
は
み
ら
れ

な
い
と
判
断
で
き
る
の
は
、
聖
徳
太
子
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
別
表
で
も
顕
著
な
ご
と
く
、
太
子
伝
に

つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
の
引
用
は
事
実
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
安
初
期
成
立

で
著
者
未
詳
の
『
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
』
お
よ
び
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
、
あ
る
い
は
『
扶
桑
略
記
』

等
の
よ
う
な
書
物
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（18

）

。
こ
の
よ
う
に
、
六
国

史
な
ど
の
正
史
に
よ
ら
ず
、
伝
記
類
や
寺
誌
あ
る
い
は
軍
記
物
な
ど
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
事
例
は
、
時

代
が
下
っ
て
奈
良
・
平
安
朝
に
お
け
る
仏
教
史
・
戦
乱
史
を
中
心
と
し
た
史
的
記
述
に
は
比
較
的
多
く
見

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
、
本
章
で
も
し
ば
し
ば
対
比
し
て
き
た
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
と
比
肩
せ
ら
る
る
史
書
と
し
て

『
扶
桑
略
記
』
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。
現
存
す
る
『
扶
桑
略
記
』
全
巻
の
う
ち
『
日
本
書
紀
』
と
同
時

代
の
記
録
が
み
え
る
第
五
巻
以
前
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
・
構
成
か
ら
字
句
に
至
る
ま
で
、
非
常
に
『
日

本
書
紀
』
に
酷
似
し
た
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
扶
桑
略
記
』
が
、『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』

『
日
本
三
大
実
録
』
な
ど
の
国
史
を
土
台
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。

先
述
の
通
り
、
遺
文
中
の
『
扶
桑
略
記
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
が
『
日
本
書
紀
』
に
酷
似

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
日
本
書
紀
』
と
『
扶
桑
略
記
』
の
い
ず
れ
に
拠
っ
た
も
の
か
明
確
に
は
区
別
で

き
な
い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
ら
か
に
『
扶
桑
略
記
』
に
拠
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る

事
例
、
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
な
い
が
『
扶
桑
略
記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
記
事
を
紹
介
し

た
遺
文
が
認
め
ら
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

例
え
ば
、
欽
明
天
皇
一
三
年
（
五
五
二
）
の
百
済
の
聖
明
王
の
上
表
文
（19

）

を
引
く
『
神
国
王
御
書
』（
八



七
八
頁
）
の
記
述
、
欽
明
天
皇
三
二
年
（
五
七
一
）
の
八
幡
宮
建
立
の
記
事
を
引
く
『
諫
暁
八
幡
抄
』（
一

八
三
五
頁
）
の
記
述
、
敏
達
天
皇
六
年
（
五
七
九
）
の
聖
徳
太
子
が
自
分
よ
り
年
輩
の
渡
来
人
を
弟
子
と

定
め
た
伝
記
を
引
く
『
開
目
抄
』
（
五
七
四
頁
）
の
記
述
、
崇
峻
天
皇
元
年
（
五
八
八
）
に
聖
徳
太
子
が

崇
峻
天
皇
の
人
相
を
占
っ
た
故
事
を
引
く
『
崇
峻
天
皇
御
書
』
（
一
三
九
六
頁
）
の
記
述
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
聖
人
が
『
扶
桑
略
記
』
を
参
照
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
（20

）

。

ま
た
、
歴
代
天
皇
の
名
称
に
つ
い
て
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
「
○
○
天
皇
」
と
い
う
表
記
が
な
さ
れ
な

い
の
に
対
し
て
、
『
扶
桑
略
記
』
に
は
「
○
○
天
皇
」
の
呼
称
を
用
い
て
い
る
点
か
ら
、
遺
文
中
の
天
皇

名
に
つ
い
て
は
『
扶
桑
略
記
』
あ
る
い
は
他
の
王
代
記
を
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
、
何
度
も
繰
り
返
す
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
上
記
数
例
の
引
用
以
外
は
、
厳
密
に
は
『
日
本
書

紀
』
に
よ
っ
た
も
の
か
、
『
扶
桑
略
記
』
に
よ
っ
た
も
の
か
は
定
か
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
叙
上
の
よ

う
に
、
遺
文
中
に
は
『
日
本
書
紀
』『
扶
桑
略
記
』
双
方
の
文
言
と
相
似
し
た
記
述
が
確
認
さ
れ
る
ほ
か
、

「
日
本
紀
曰
」
と
あ
る
『
断
簡
二
八
四
』（
二
九
六
六
頁
）
、「
扶
桑
記
云
」
と
あ
る
『
諫
暁
八
幡
抄
』（
一

八
三
五
頁
）
の
事
例
を
み
れ
ば
、
聖
人
が
双
方
の
文
献
を
閲
覧
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
む
し
ろ
妥
当

で
あ
ろ
う
。
『
扶
桑
略
記
』
に
関
し
て
は
引
用
の
事
実
が
明
確
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
『
日
本
書
紀
』

の
引
用
の
形
跡
は
断
片
的
で
し
か
な
い
た
め
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
章
で

考
察
し
た
通
り
、
確
実
に
そ
の
痕
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
補
足
で
あ
る
が
、
遺
文
中
に
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
扶
桑
略
記
』
あ
る
い
は
聖
徳
太
子
の
伝
記

類
に
は
み
ら
れ
な
い
記
述
も
確
認
さ
れ
る
。
用
明
天
皇
年
中
（
五
八
六
～
五
八
七
）
に
聖
徳
太
子
が
仏
教

を
習
学
し
た
と
す
る
『
報
恩
抄
』
（
一
二
〇
七
頁
）
の
記
事
、
皇
極
天
皇
年
中
（
六
四
二
～
六
四
四
）
に

禅
宗
が
伝
来
し
た
と
す
る
『
神
国
王
御
書
』
（
八
七
九
頁
）
等
の
記
事
、
天
智
天
皇
年
中
（
六
六
二
～
六

七
一
）
に
天
智
天
皇
が
無
名
指
を
釈
迦
仏
に
供
養
し
た
と
す
る
『
事
理
供
養
御
書
』
（
一
二
六
二
頁
）
の

記
事
、
天
武
天
皇
年
中
（
六
七
二
～
六
八
五
）
に
法
相
宗
が
伝
来
し
た
と
す
る
『
神
国
王
御
書
』
（
八
七

九
頁
）
の
記
事
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
典
拠
の
検
索
が
求
め
ら
れ
る
。

四
、『
日
本
書
紀
』
を
め
ぐ
る
日
蓮
聖
人
の
学
問
的
環
境
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
の
遺
文
中
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
録
年
代
と
相
重
な
る
時
代
に
起
こ
っ

た
歴
史
的
事
件
が
、
数
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
典
拠
が
い
か
な
る
書
物
で
あ

っ
た
か
を
探
求
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
、
聖
人
の
学
問
的
環
境
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
聖
人
の
周
辺
に
い
か
な
る
典
籍
が
実
在
し
た
か
を
考
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
回
答
が
見
い

だ
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
日
蓮
聖
人
が
在
世
当
時
に
閲
覧
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
文
献
類
の
中

に
、
古
代
日
本
正
史
を
記
し
た
書
物
の
名
が
み
え
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
生
じ
る
。

ま
ず
、
聖
人
の
筆
に
な
る
『
日
本
書
紀
』
の
書
写
本
や
抜
書
の
存
否
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
聖
人
書
写

の
各
種
要
文
類
（21

）

や
聖
人
所
持
の
『
注
法
華
経
』（22

）

に
は
、
管
見
の
限
り
『
日
本
書
紀
』
か
ら
の
抜
き

書
き
が
み
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
録
を
書
き
留
め
た
手
控
え
の
よ
う
な
も
の
を
聖
人

は
所
持
・
携
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
膨
大
な
知
識
と
情
報
を

聖
人
は
完
全
に
暗
記
さ
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
聖
人
が
こ
う
し
た
史
的
記
録
の
記
載
さ
れ
た
『
日
本
書

紀
』
等
の
書
物
を
必
要
に
迫
ら
れ
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
閲
覧
で
き
る
学
問
的
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
で
き

る
の
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
が
、
単
に
聖
人
の
記
憶
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
本
書
が
聖
人



の
座
右
に
あ
っ
た
か
門
弟
が
保
有
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
身
延
山
久
遠

寺
・
中
山
法
華
経
寺
等
に
伝
わ
る
『
常
修
院
本
尊
聖
教
事
』
『
本
尊
聖
教
録
』
『
大
聖
人
御
筆
目
録
』
『
身

延
山
久
遠
寺
御
霊
宝
記
録
』
等
の
霊
宝
目
録
に
『
日
本
書
紀
』
お
よ
び
『
日
本
紀
鈔
』『
釈
日
本
紀
』『
扶

桑
略
記
』
等
の
名
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（23

）

。
こ
れ
ら
蔵
書
目
録
に
記
載
の
あ
る
文
献

類
が
聖
人
の
学
問
的
環
境
の
す
べ
て
で
な
い
に
せ
よ
、
富
木
氏
や
太
田
氏
な
ど
の
門
弟
を
通
じ
て
こ
れ
ら

史
書
を
閲
読
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
教
団
内
で
披
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
日
蓮

聖
人
の
修
学
期
・
求
道
期
に
お
け
る
関
係
史
書
閲
読
の
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。聖
人
が
い
つ
、

ど
こ
で
本
書
を
閲
覧
し
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
教
団
内
外
の
学
問
的
環
境
に
つ
い
て
の
熟
考
を

要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
章
の
趣
旨
と
も
か
け
離
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題

と
し
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
日
蓮
遺
文
に
お
け
る
日
本
史
記
述
の
な
か
で
も
古
代
史
に
着
目
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
録

と
対
照
し
、
そ
の
特
色
を
論
じ
て
き
た
。
本
章
の
要
旨
を
約
言
す
る
と
、
以
下
の
一
二
点
に
ま
と
め
ら
れ

よ
う
。

（
一
）
日
蓮
聖
人
が
『
日
本
書
紀
』
な
る
文
献
を
存
知
さ
れ
て
い
た
事
実
は
、
文
永
一
二
年
（
一
二
七
五
）

撰
述
の
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
（
身
延
曽
存
）
、
お
よ
び
『
断
簡
七
〇
』
『
断
簡
二
八
四
』
に
「
日
本

紀
」「
日
本
記
」
の
名
称
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
歴
然
と
し
て
い
る
。

（
二
）
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
古
来
よ
り
「
日
本
紀
」
「
日
本
書
紀
」
な
ど
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
『
断
簡
七
〇
』
『
断
簡
二
八
四
』
等
の
資
料
に
よ
り
、

聖
人
に
お
い
て
は
前
者
の
「
日
本
紀
」
の
呼
称
に
よ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
三
）
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
の
記
述
か
ら
、
日
蓮
聖
人
が
『
日
本
書
紀
』
の
「
日
記
」
と
し
て
の
性
格

に
着
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

（
四
）
聖
人
が
遺
文
中
に
『
日
本
書
紀
』
を
意
図
的
に
引
用
し
た
唯
一
の
具
体
例
と
し
て
、「
日
本
紀
曰
」

と
典
拠
を
明
示
し
て
、
欽
明
朝
の
仏
教
伝
来
に
関
す
る
記
事
を
紹
介
し
た
『
断
簡
二
八
四
』
の
存
在

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、『
断
簡
七
〇
』
に
も
、
三
論
宗
伝
来
の
記
事
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
を
『
日

本
書
紀
』
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
形
跡
が
確
認
さ
れ
る
。

（
五
）
し
か
し
な
が
ら
、
『
断
簡
二
八
四
』
の
記
述
に
関
し
て
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
日
蓮
聖
人
が
『
日

本
書
紀
』
の
原
典
に
あ
た
ら
れ
た
と
す
る
確
実
な
証
拠
は
み
ら
れ
な
い
。
天
皇
名
の
記
載
、
お
よ
び

仏
教
伝
来
の
年
月
日
の
提
示
は
、
現
存
の
『
日
本
書
紀
』
に
は
み
ら
れ
な
い
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、

数
々
の
講
録
・
注
釈
書
の
類
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
日
本
書
紀
』
を
断
章
引
用
し
た
文
献
の

存
在
も
確
認
で
き
、
こ
う
し
た
副
次
的
文
献
か
ら
の
孫
引
き
の
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

（
六
）
遺
文
中
に
お
い
て
、
今
日
に
伝
わ
る
『
日
本
書
紀
』
の
原
文
を
完
全
な
る
か
た
ち
で
紹
介
し
た
記

述
は
、
管
見
に
及
ぶ
限
り
で
は
み
ら
れ
な
い
。
多
く
は
『
日
本
書
紀
』
そ
の
他
の
史
書
に
も
紹
介
さ

れ
る
記
事
の
内
容
を
、
聖
人
が
自
ら
の
言
葉
で
咀
嚼
し
、
表
現
し
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
七
）
日
蓮
聖
人
が
『
日
本
書
紀
』
以
外
の
古
代
正
史
と
し
て
引
用
さ
れ
た
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
文
献

と
し
て
『
扶
桑
略
記
』
が
あ
り
、
そ
の
部
分
的
表
現
が
『
日
本
書
紀
』
に
類
似
し
て
い
る
た
め
、
遺

文
中
に
紹
介
さ
れ
る
古
代
日
本
史
に
関
す
る
記
述
が
、
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
も
の
か
、
『
扶
桑
略

記
』
に
よ
る
も
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。



（
八
）
た
だ
し
、
神
代
紀
の
記
述
や
崇
神
朝
の
疫
病
流
行
の
記
事
、
あ
る
い
は
欽
明
朝
・
敏
達
朝
の
廃
仏

毀
釈
の
記
事
に
お
い
て
仏
像
等
が
「
難
波
堀
江
」
に
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
部
分
な
ど
、
『
扶
桑

略
記
』
に
は
み
え
な
い
歴
史
的
事
項
が
遺
文
中
に
確
認
さ
れ
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
聖
人

に
お
け
る
『
扶
桑
略
記
』
以
外
の
『
日
本
書
紀
』
系
国
史
披
見
の
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

（
九
）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
遺
文
中
に
は
『
日
本
書
紀
』
『
扶
桑
略
記
』
双
方
の
文
言
と
相
似
し
た
記
述
が

確
認
さ
れ
る
ほ
か
、
「
日
本
紀
曰
」
と
あ
る
『
断
簡
二
八
四
』
、
「
扶
桑
記
云
」
と
あ
る
『
諫
暁
八
幡

抄
』
の
事
例
を
み
れ
ば
、
聖
人
が
双
方
の
文
献
を
閲
覧
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
む
し
ろ
妥
当
で

あ
ろ
う
。

（
一
〇
）
『
日
本
書
紀
』
記
録
年
代
の
記
事
の
中
で
も
、
聖
徳
太
子
に
関
す
る
伝
記
に
つ
い
て
は
、
『
日

本
書
紀
』
等
の
正
史
で
は
な
く
、
『
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
』
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
な
ど
の
伝
記

類
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
六
国
史
な
ど
の
正
史
に
よ
ら

ず
、
伝
記
類
や
寺
誌
あ
る
い
は
軍
記
物
な
ど
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
事
例
は
、
時
代
が
下
っ
て
奈
良

・
平
安
朝
に
お
け
る
仏
教
史
・
戦
乱
史
を
中
心
と
し
た
史
的
記
述
に
お
い
て
は
顕
著
で
あ
る
。

（
一
一
）
日
蓮
遺
文
に
お
い
て
は
、
現
存
す
る
要
文
類
の
真
蹟
抜
書
も
し
く
は
こ
れ
ら
を
注
記
し
た
『
注

法
華
経
』
な
ど
の
資
料
に
お
い
て
も
、
『
日
本
書
紀
』
の
抜
粋
・
断
章
は
確
認
さ
れ
な
い
。
日
本
古

代
史
の
史
実
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
記
憶
に
よ
る
記
述
で
あ
っ
た
と
も
推
察
さ
れ
る
。

（
一
二
）
す
べ
て
の
記
述
が
記
憶
に
よ
っ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
聖
人
の
周
辺
に
は
必
要
と
あ

ら
ば
こ
れ
ら
文
献
を
即
座
に
閲
覧
で
き
る
環
境
が
整
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
身
延
・
中
山

の
霊
宝
目
録
に
は
、『
日
本
書
紀
』
の
関
連
文
献
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。

以
上
、
日
蓮
聖
人
遺
文
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。
本
章
の
考
察
は
、

『
日
本
書
紀
』
以
外
の
国
史
や
『
扶
桑
略
記
』
等
の
記
録
と
の
完
全
な
る
対
照
を
行
わ
な
か
っ
た
点
で
不

完
全
な
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
今
後
、
奈
良
・
平
安
時
代
以
降
の
記
述
に
つ
い
て
も
、
六
国
史
や
『
扶
桑

略
記
』
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
必
要
性
が
あ
り
、
聖
人
に
お
け
る
日
本
史
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
よ
り

総
括
的
に
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
聖
人
の
学
問
的
環
境
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き

問
題
点
も
残
し
た
ま
ま
と
な
っ
た
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
更
な
る
研
究
を
進

め
て
ゆ
き
た
い
。

註

（
１
）
高
森
大
乗
稿
「
日
蓮
聖
人
の
歴
史
叙
述
に
関
す
る
編
年
的
考
察
―
日
本
史
を
中
心
に
―
」
（
『
大

崎
学
報
』
一
五
四
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）
。
な
お
、
中
国
史
に
関
す
る
編
年
的
考
察
に
、
荒

誉

子
稿
「
日
蓮
聖
人
の
歴
史
叙
述
に
関
す
る
編
年
的
考
察
―
中
国
史
を
中
心
に
―
」（
『
仏
教
学
論
集
』

二
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
２
）
小
西
徹
龍
稿
「
扶
桑
略
記
に
関
す
る
一
考
察
―
日
蓮
聖
人
御
遺
文
と
関
連
し
て
―
」
（
『
関
西
学

院
史
学
』
一
五
号
、
一
九
七
四
年
）
等
。

（
３
）
「
六
国
史
」
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
『
続
日
本
紀
』
『
日
本
後
紀
』
『
続
日
本
後
紀
』
『
日
本
文
徳
天

皇
実
録
』『
日
本
三
大
実
録
』
の
六
書
を
い
う
。

（
４
）
皇
円
撰
述
説
に
つ
い
て
は
、
堀
越
光
信
稿
「
『
扶
桑
略
記
』
皇
円
撰
述
説
に
関
す
る
疑
問
」
（
『
国

書
逸
文
研
究
』
一
四
号
、
一
九
八
四
年
）
等
に
お
い
て
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
小
山
田
和
夫
稿
「
扶
桑
略
記
（
日
蓮
聖
人
遺
文
所
引
逸
文
）
」
（
『
国
書
逸
文
研
究
』
七
号
、
一
九



八
一
年
）、
小
西
徹
龍
稿
「
扶
桑
略
記
に
関
す
る
一
考
察
―
日
蓮
聖
人
御
遺
文
と
関
連
し
て
―
」（
前

掲
書
）
、
同
「
宗
祖
と
『
扶
桑
略
記
』
」
（
『
桂
林
学
叢
』
一
〇
号
、
一
九
七
八
年
）
、
同
「
『
扶
桑
略

記
』
逸
文
再
考
」
（
『
永
島
福
太
郎
先
生
退
職
記
念

日
本
歴
史
の
構
造
と
展
開
』
、
山
川
出
版
社
、

一
九
八
三
年
）
参
照
。
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
巻
一
二
（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
一
年
）
「
扶
桑
略
記
」
の
項
、
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史

篇
（
身
延
山
久
遠
寺
、
一
九
八
五
年
）「
扶
桑
記
」
の
項
等
参
照
。

（
６
）
塚
本
善
隆
編
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
巻
六
「
大
年
表
」（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
六
七
年
）、

斉
藤
昭
俊
編
『
仏
教
年
表
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）、
鎌
田
茂
雄
他
編
『
仏
教
史
年
表
』

（
法
蔵
館
、
一
九
七
九
年
）
、
歴
史
学
研
究
会
編
『
日
本
史
年
表
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
、

市
古
貞
次
他
編
『
日
本
文
化
総
合
年
表
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
、
桑
田
忠
親
監
修
『
日
本

史
分
類
年
表
』
（
東
京
書
籍
、
一
九
八
四
年
）
、
児
玉
幸
多
他
編
『
日
本
史
年
表
・
地
図
』
（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
七
年
）
、
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
』
（
弘
文
堂
、
一
九
九
四

年
）
等
参
照
。

（
７
）
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
巻
上
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
一
・
一
九
五
二
年
。

（
８
）
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
身
延
山
久
遠
寺
、
一
九
八
八
年
。

（
９
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
の
『
妙
密
上
人
御
消
息
』
（
一
一
六
二
～
一
一
六
三
頁
）
、
建
治
三
年

（
一
二
七
七
）
の
『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
（
一
三
七
八
～
一
三
八
三
頁
）
、
弘
安
元
年
（
一
二
七

八
）
の
『
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
』
（
一
五
六
七
頁
）
、
同
じ
く
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
の
『
本
尊

問
答
鈔
』
（
一
五
七
八
～
一
五
七
九
頁
）
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
の
『
四
菩
薩
造
立
鈔
』
（
一
六

四
七
頁
）
、
同
じ
く
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
の
『
曽
谷
殿
御
返
事
』（
一
六
五
八
～
一
六
五
九
頁
）
、

同
じ
く
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
の
『
中
興
入
道
御
消
息
』
（
一
七
一
二
～
一
七
一
三
頁
）
な
ど
。

中
で
も
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
の
『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
は
、
ほ
ぼ
全
文
が
仏
教
伝
来
当
時
の

日
本
史
の
紹
介
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
か
ら
聖
人
に
お
け
る
『
扶
桑
略
記
』
参
照
の
事
実

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
西
徹
龍
稿
「
扶
桑
略
記
に
関
す
る
一
考
察
―
日
蓮
聖
人
御
遺
文
と
関
連
し

て
―
」
前
掲
書
）。

（10

）『
新
訂
増
補
国
史
大
系

続
日
本
紀
』
前
篇
八
一
頁
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
。

（11

）
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
巻
一
一
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）
「
日
本

書
紀
」
の
項
、
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
巻
四
（
岩
波
書

店
、
一
九
八
四
年
）「
日
本
書
紀
」
の
項
。

（12

）
註
（11

）
に
同
じ
。

（13

）
註
（11

）
に
同
じ
。

（14

）
『
国
史
大
辞
典
』
巻
一
一
（
前
掲
書
）
「
日
本
紀
私
記
」
の
項
、
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
巻
四

（
前
掲
書
）「
日
本
紀
私
記
」
の
項
。

（15

）
恐
ら
く
は
聖
人
在
世
の
文
永
一
一
年
（
一
二
七
四
）
以
降
、
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
以
前
。

（16

）
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
巻
四
（
前
掲
書
）
「
日
本
書
紀
」
「
日
本
紀
鈔
」
の
項
、
『
日
本
古
典

文
学
大
辞
典
』
巻
三
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
「
釈
日
本
紀
」
の
項
、
国
史
大
辞
典
編
集
委

員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
巻
七
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）「
釈
日
本
紀
」
の
項
。

（17

）
日
蓮
聖
人
と
は
直
接
関
係
な
い
が
、
中
世
日
本
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
の
受
容
に
つ
い
て
は
、

近
年
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
六
四
巻
三
号
―
特
集

日
本
紀
の
享
受
―
（
一
九
九
九
年
）
に
数

々
の
興
味
深
い
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。



（18

）
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
（
前
掲
書
）
「
聖
徳
太
子
」
「
物
部
大
連
守
屋
」
の
項
等
参
照
。

（19
）
上
表
文
の
典
拠
は
未
詳
。
な
お
『
扶
桑
略
記
』
の
引
用
典
拠
に
つ
い
て
は
、
松
本
信
道
稿
「
『
扶

桑
略
記
』
典
籍
・
文
書
名
索
引
」（
『
国
書
逸
文
研
究
』
一
八
号
、
一
九
八
六
年
）
、
堀
越
光
信
稿
「
『
扶

桑
略
記
』
典
籍
・
文
書
名
索
引
稿
の
補
訂
」
（
『
国
書
逸
文
研
究
』
一
九
号
、
一
九
八
七
年
）
に
紹

介
さ
れ
る
。

（20

）
こ
の
ほ
か
遺
文
中
で
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
録
年
代
以
降
の
記
事
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
『
諫
暁

八
幡
抄
』
（
一
八
三
五
頁
）
や
『
鼠
入
鹿
事
』
（
一
三
六
五
頁
）
な
ど
、
現
存
の
『
扶
桑
略
記
』
に

は
該
当
個
所
の
な
い
逸
文
も
散
見
さ
れ
る
。
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
（
前
掲
書
）
「
扶
桑

記
」
の
項
参
照
。

（21

）
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
法
蔵
館
編
集
部
編
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
巻
五
・
六
・
九
（
法
蔵
館
、
一

九
七
六
～
一
九
七
七
年
）
。
な
お
『
扶
桑
略
記
』
に
関
し
て
は
、
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
に

未
収
録
の
断
簡
遺
文
に
も
引
用
が
み
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴

史
篇
「
扶
桑
記
」
の
項
参
照
）。

（22

）
山
中
喜
八
編
『
定
本
注
法
華
経
』
巻
上
下
（
法
蔵
館
、
一
九
八
〇
年
）。

（23

）
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
二
七
二
九
～
二
七
六
〇
頁
、
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
一
巻
一
八
二

～
一
八
八
、
四
〇
四
～
四
三
七
頁
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
五
九
年
）
。
霊
宝
目
録
と
は
、
祖
滅
間

も
な
い
頃
に
蒐
集
・
格
護
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
の
著
作
・
書
状
な
ど
の
真
蹟
遺
文
、
大
曼
荼
羅
本
尊
、

経
論
疏
・
外
典
な
ど
聖
人
所
持
本
の
類
の
目
録
で
あ
る
。


